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瓦などの落下があります 

避難の時は頭を保護しましょう 

 

■ 心配な火災  

 ユーカリが丘で心配なのは火

災の発生です。地震発生で停電

し使用していた家電製品が倒れ

る。それが通電後に火災を起こ

す大きな原因になります。避難

する時は必ず電気のブレーカー

を落としてください。右の写真

は阪神淡路大震災の時の火災で

す。家屋の倒壊で身体を挟まれ

て身動きできないまま、延焼し

てきた火に包まれて亡くなった

方がいます。 

自治会の一時避難場所は萱橋公園です。他の避難場所の状況は車を利用した避難の可否、あるいはそのルー

トなどをまちを守る会でできるだけお知らせしますが、状況によって避難誘導のできないことも考えられま

す。その場合は各自で風向きなどの情報を確認していただき、出来るだけ家族単位で避難してください。な

お要援護者制度に登録されている方はまちを守る会会員がご案内します。 

被災状況によって避難所での生活を余儀なくされる場合は、原則として小竹小学校をお勧めします。ただ

収容できる人数は体育館と教室を使用した場合で465名です。体育館は平成26年1１月から約1年間の
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26年度防災訓練の災害想定 

冬の午後 8 時２5 分に、東京湾北部を震源とする震度６の地震が

発生しました。一部家屋が半壊しているので、防災委員が下敷きにな

っている方がいないか確認をしています。なお、瓦の落下は数か所で

見られるので、家の外に出る時はヘルメットまたは防災頭巾の着用が

必要です。 

震度 5 弱の余震が続いていて、周辺地域では家屋の倒壊があり、

火災が発生しています。10㍍の強い北西の風が吹いているので延焼

の恐れもあるため、萱橋公園に集まった方々は小竹小学校（今回は便

宜上コミュニティセンターにします）に避難します。天気はくもりで

雨の予報はありません。 

ユーカリが丘地区は停電していますので、避難する時は懐中電灯と

ラジオ、出来れば毛布それにマスクが必要です。 
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予定で耐震化の工事を行うためその間は使用できません。体育館が使えない場合、校舎内で収容できるのは

315名だけです。（小竹小学校区の住民は約７５００人です） 

なお、和洋女子大学佐倉セミナーハウスは避難場所としてのみ利用可能です（避難所にはなりません）。 

 

災害時はまず「自助」ですが、その上で「共助」・”ご近助力“を発揮するときです。 

まず近所の安否を確認し合ってください。異常が発生した場合はご近所や、親しくしているご家庭に助け 

を求めましょう。万一家屋が倒壊していたり、黄色いリボンの表示がない家庭があったら、まちを守る会 

の会員にお知らせください。また防災連絡員や防災委員、自治会役員が、要援護者登録をされている方の 

安否確認や救助をお願いしたときはご協力ください。 

 

■家族、親族の連絡  

災害時に外出している家族との連絡方法を決めましょう。「災害用伝言ダイヤル１７１」の利用につい

ては「まちを守る会だより」１０号に詳しく書いてありますので、自治会ホームページでご覧ください。

正月や防災週間には簡単に体験できますので、平常時に試してみてください。 

 

■避難所  

 自治会がお勧めする一時避難場所は萱橋公園ですが、公園が危険な状態になった時や寝泊りする必要が

あるときはまず小竹小学校へ移動します。災害の規模によって小竹小学校で収容できない時は青菅小学校、

井野中学校を二次、三次避難所として考えます。この情報はまちを守る会からお伝えします。 

 避難所では性犯罪と盗難が多発します。まちを守る会も避難所内のパトロールを考えますが、まず自分

の身は自分で守る、ことを徹底してください。自治会が防犯パトロールの参加時にお配りした笛や、防犯

ブザーを子どもや女性は災害用常備品としてください。 

なお、避難所となる学校に犬や猫、その他動物を連れての避難はできません。自宅、または友人宅への

避難を考えておいてください。乳幼児や高齢者、病弱な方への配慮はしますが、校内でテントや火気の使

用はできません。 

                                                                  

■水・食料品の備蓄  

写真の備蓄品で一人の３日分程度です。自治会は

ミニ防災訓練で備蓄品のアンケートを取りました。 

残念ながら水は1/3、食料は半分の家庭が備蓄無

しから２日分です。最近は３日分の備蓄ではなく

７日分の確保が必要だと言われています。 

佐倉市では災害時にもできるだけ避難所に来な

いで、自宅、ご近所で被害のないお宅、あるいは

親戚などに身を寄せることを勧めています。 

自治会が２丁目の避難所と考えている小竹小学

校も飲料水は防災井戸が使えるものの、食料の備

蓄は１３５０食しかありません。そのために１週

間分の水と食料の確保は自己責任です。ご家族で備蓄について話し合ってください。ラジオ、電池、軍手はほ

ぼ９０％の方が用意されていますが、ヘルメットと防災頭巾は半分の家庭しか持っていません。マスクと共に

準備したい備蓄品です。 


